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特定非営利活動法人キッズドア 

１ 事業実施の方針 

令和 5年度も、基本事業の東京/千葉/埼玉および宮城における学習支援・居場所支援の活動に注力する
とともに、オンライン化による「キッズドア学園」や「English Drive」等の全国展開を更に進めます。 
高校生支援では、希望する進路・進学実現への伴走強化を図る一方、体験学習やキャリア教育等、新しい
学びのプロジェクトでは、そのための拠点を墨田区に立ち上げます。地域の団体へのノウハウ移転活動は、
効果的・効率的な展開を企画・実施していきます。 
 生活困窮世帯への支援では、夏休みと年末年始の食料支援の継続に加え、新設「こども家庭庁」の補助
金による地域の宅食関連団体への支援等、資金分配の機能も積極的に担っていく計画です。就労希望の保
護者支援では、職業紹介事業の体制整備を進めます。 
 以上の活動を通して、こどもの生活環境や保護者の経済状況等、時宜にかなった実態調査・情報発信に
努め、社会が望む政策の実現に向けてアドボカシー活動にも積極的に取り組んでいきます。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業             （事業費の総費用【1,242,095】千円） 

定款に記載 

された 

事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 

人数 

受益 

対象者 

範囲 

受益 

対象者 

人数 

事業費 

（千円） 

第 5条（1） 

子ども支援活動 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

学習支援・居場所支援 

（東京エリア） 

【キッズドア学園中等部】 

・高校受験対策講座 

【キッズドア学園高等部】 

・大学受験対策講座 

【キッズドア学園】 

・SBC メディカルコース 

【English Drive】 

・英語塾 

【小中高生の学習支援】 

・中高生へのキャリア教育等 

【小中高生の居場所支援】 

・不登校対策支援等 

【多文化共生事業】 

・外国ルーツの子ども支援 

ほか 

通年 

週１日 

～毎日 

東京・千葉・ 

埼玉 

 

オンライン 

1,250 人 
ひとり親・ 

低所得世帯等 

の子ども 

1,800 人 

991,404 

学習支援・居場所支援 

（東北エリア） 

【中高生の学習支援】 

【不登校中高生の支援】 

【高校での支援】 

ほか 

通年・ 

下期 
仙台・ 

南三陸町 
150 人 

ひとり親・ 

低所得世帯等 

の子ども 

全校生徒 

370 人 

生活困窮家庭への食料支援 

【夏休みに向けての支援】 

【年末年始に向けた支援】 

 

 

 

2 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国 

 

 

 

 

 

 
5 人 

 
 
 
 
 
 

ひとり親・ 

低所得世帯等 

 
4,800 世帯 

 
 
 
 

 
 

食事等支援団体への資金分配 

【こども家庭庁  

食事等支援事業プロジェクト】 

・中間支援団体として資金分配 

・当団体居場所への食事提供 

8・9 月 全国 20 人 
子ども食堂等 

実施団体 

100 団体 

11 居場所 

令和 5年度 事 業 計 画 書 



第 5条（2） 

子どもに関する 

調査研究・政策 

提言活動 

 

こどもの貧困実態に関する調査 

【家庭状況実態アンケート】 

【奨学金受給生アンケート】ほか 

社会課題に対する施策提言 

【子どもの貧困対策】ほか 

社会的インパクトの評価測定 

【キッズドアインパクトレポート】 

 
8 回 

 

 

8 回 

 

1 回 

東京 6 人 

一般、 

ボランティア、 

行政職、 

企業 CSR担当

者等 

記者会見や 

メディアなど

通して広く 

公表 

7,711 

第 5条（3） 

子どもに関係 

する企業・NPO・

教育機関・行政

等との連携事業 

 

食料宅配事業コーディネート 

【こども宅食コンソーシアム】 

・文京区、認定 NPO法人フロ 

ーレンス、(一社)RCFおよび 

民間支援企業との協働事業 

8 回 文京区内 3 人 
ひとり親・ 

低所得世帯等 
各 730人 

65,834 

体験活動 

【企業訪問・キャリア体験】 

ほか 

6 ヵ月 

週 1回 
オンライン併用 3 人 

ひとり親・ 

低所得世帯等 

の子ども 

100 人 

第 5条（4） 

子ども支援活動

等に関するコン

サルティング・ 

人材育成事業 

 

学習支援関係者の育成 

【支援コーディネーター養成】 

 ・実践的学び講座 

【支援者スキルアップ研修】 

 ・ボランティア・アルバイト研修 

 ・現地報告会 

ほか 

 

2 回 

 

 

2 回 

5 回 

 

オンライン 

 

 

オンライン 

オンライン併用 

 
2 人 

 

 

3 人 

 

各地の 

学習支援 

団体 

 
10 人 

 
20 団体 

50 人 

250 人 15,185 

自治体へのコンサルティング 

【自治体担当課研修】 

ほか 

 

2 回 各自治体 2 人 自治体職員 10 人 

第 5条（5） 

子ども支援に 

関する普及啓発 

事業 

 

活動報告会 

【キッズドアファミリー総会】 

・年度活動報告 ・年度表彰 

・法人からの祝辞 

・卒業生・職員代表の謝辞 

10 月 

東京都内 

カンファレンス 

ホール 

14 人 

寄付法人、 

協働法人、 

行政、 

ボランティア 

現地参加 

80 人 

オンライン 

参加  60 人 74,175 

オンライン報告会 

【食料支援の状況】 

【困窮子育て家庭の生活状況】 

 

2 回 オンライン 4 人 

一般、 

個人寄付者、

寄付法人 

 

100 人/回 

 

 
第 5条（6） 

保育､学童保育､ 

子育て支援､ 

一時預かり、 

児童の安全確認 

に係る事業 

児童館の運営 

【(小)中高生の活動支援】 

 ・世代間交流による健全育成 

【子育て支援】 

 ・子育て仲間づくり・情報交換 

通年 

毎日 
江戸川区 40 人 

(小)中高生 

未就学児・ 

保護者 

来場者 
（小）中高生 

21,000 人 

未就学児・ 
保護者 

17,000 人 

77,318 

第 5条（7） 

子ども支援に 

関わる有料職業

紹介事業 

生活困窮家庭への就労支援 

【わたしみらいプロジェクト】 

 ・保護者への就労セミナー 

 ・メンターとの個別相談会 

 ・企業相談会 

ほか 

15 回 オンライン 2 人 
ひとり親・ 

低所得世帯等 
250 人 10,466 

 


